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Thepurposeofthisstudyistoexannnethecurrentlivingconditionsandmajorproblemsfacedby
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inJapan，learningthedifferencesbetweenJapanandOhina、Facintiesmustalsobeprovidedto
returneesinlearningJapanese．
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１．緒言

1972年中日国交正常化以来，多くの中国残留邦人

(残留婦人，残留男子，残留孤児）が家族と共に祖国
である日本に引き揚げてきたが，本報ではこのような

日本人を中国帰国者という．残留婦人，残留男子とは

終戦時中国にいた１３歳以上の女性，あるいは男性で，
残留孤児とは終戦時１３歳未満の子供，子女とは残留
婦人，男子，孤児の二世あるいは三世を指している．

現在，残留婦人と男子は６０代以上で，残留孤児は５０

代～60代前半であるが，子女は１０代～50代前後の幅
広い年齢層となっている．少数ながらも，現在日本に
在住する中国帰国者（国費帰国）世帯は5,440世帯，
16,967人に達している(1997.1.1現在)(厚生省1997)．

戦時中から戦後にかけて家族と生き別れたり死に別れ

たりして辛い体験をした帰国者は，二度と家族を手放
そうとは思わず，日本では家族と共に生活を続けたい

と願うが，これはごく自然なあたり前の欲求であろう

(小川1995)．しかし長年中国で暮らしてきた帰国者
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やその家族は，生活習慣においても住文化的にも中国

式であり，日本における生活に溶け込もうとする時，

多くの困難を伴う（東京都中国帰国者の会1995)．

本研究では，中国帰国者およびその家族の日本にお

ける住生活向上の方向性について考察することを目的

としている．すなわち，彼等の帰国後の住生活（住宅，

施設，地域社会を含む）の実態を探りながら，二国間

の風土・習慣の違いの中で帰国者およびその家族が抱

えている問題点を明らかにし，またそれらの問題をど

う解決したら良いのかという方策をも検討したい本

研究において住まいおよび住生活に注目したのは，今

日の日本の住宅事情においては食や衣などの他の生活

側面に比して，住に関わる生活がより深刻であると思

われるからである．したがって本研究は，帰国者の住

生活ひいては生活全般の水準を高めるために，また帰

国者以外の日本人の中国帰国者に対する意識啓発のた

めに，そして中日友好のためにも意義あるものと思わ

れる．

ところで，中国帰国者には高齢者が多く，かつ呼び

寄せ家族の二世，三世共に言葉の問題でコミュニケー

ションが困難な層であり，生活弱者に位置づけられる．

このような状況のもとで住まわざるを得ない中国帰国

者にとって，阪神大震災のような非常事態が生じた場

合，極めて困惑な境地に陥ってしまうことは容易に想

像できる．したがって常日頃からの周辺居住者による

中国帰国者への理解，精神的な援助が求められる．

本報告では，震災の影響を強く受けた兵庫県と，周

辺地域であるがその影響が少なかった地域である京都

府とを比較考察している．２府県の共通している問題

点および兵庫独特の問題点を取り上げ，兵庫における

復興にかけた課題にも触れたこの分析視点は，今後

の非常事態に備えての地域生活管理の在り方を考える

上でも,､有用な資料になり得るものと考える．

表1．調査対象者の帰国者としての立場

残留

婦人 鑿競子女不明計
記入者

兵庫

１
１

１
２
１
２

Ｉ
Ｉ

２２

(44）

３２

(70）

２６

(52）

９

(20）

ｌ

(2)

５０

(100）

４６

(100）

京都 ４

(9)

本人以外の他の家族員

兵庫

京都４

3７

５９

6６

２４

１
１

104

８８

（）内：％．

得られた住所リストに掲載された全員の帰国者（兵庫

県１１０世帯，京都171世帯）に対し，１９９６年７月か

ら１２月にかけて郵送によるアンケート調査を実施し

たなお，－世帯において代表者一人に記入してもら

い，代表者すなわち記入者の帰国者としての立場をも

明記してもらった．アンケート調査に不慣れな帰国者

ゆえに，アンケート用紙には日本語と中国語の両方を

明記するなどしたが，住所移転先不明や回答不備の無

効票もあり，有効回収部数は兵庫県50部，京都府４６

部であった．

ヒアリング調査は，兵庫県（以下兵庫と記す）では

1996年７月から1997年８月にかけて６世帯（仮設住

宅２世帯，民間借家１世帯，公営住宅３世帯）を，京

都府（以下京都と記す）では１９９６年７月２世帯，

1997年５月に３世帯（公営住宅３世帯）を訪問し行

った．電話聴取を入れると，十数世帯に及んでいる．

３．調査対象世帯の概要

（１）帰国者の立場

今回の調査対象世帯の記入者については，兵庫県で

は「二世（子女)」が多く，記入者本人以外の他の家

族員を含めると「二世（子女)」は63％を占めている．

京都では「孤児」が最も多く，記入者本人以外の他の

家族員を入れると「孤児」は67％を占めている（表

１参照)．

（２）被災地における帰国者の被災状況

半数以上の世帯は住宅，家財における被害を受けて

いたが，帰国者で亡くなった人については県や福祉セ

ンターが確認した数値では，皆無であった（表２参照）

(兵庫県1996)．

２．研究方法

資料収集先およびその実施時期については，東京都

｢中国帰国者の会」（19957)，京都府福祉援護課

(1996.5)，兵庫県福祉センター（1996.7)，京都府

｢中国帰国者支援の会」（1996.12）などは直接訪問し，

厚生省（1995.8)，兵庫県福祉援護課（1995)，中国帰

国者に関する研究に携わる他分野の専門家（1997）に

対しては，郵送で依頼し資料収集を行った．

帰国者の住所リストは，官公庁に問い合わせても得

られず，民間団体や個人的ルートをたどって入手した．
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表２．被災地における震災時住宅，家財および家族の被災程度

全壊半壊部分的に壊揺れただけ不明計

住宅２

（５）

１０

(23）

１８

(41）

１１

(25）

３

(7)

４４

(100）

何も壊れなかった少し壊れた大部分壊れたほとんど壊れた不明計

家財 ２７

(61）

５

(11）

４

(9)

２

(5)

６

(14）

４４

(100）

誰も怪我していない軽い怪我した人がいる重傷した人がいる不明計

家族 ３５

(80）

５

(11）

１

(2)

３

(7)

４４

(100）

（）内：％．

表３．家族構成

夫婦+子夫婦親勲奎鱸供その他不明計
兵庫 ２６

(52）

１４

(30）

１５

(30）

１４

(30）

１

(2)

１
１

１
２
６
３

Ｉ
１
Ｉ

３

(6)

８

(17）

４

(8)

４

(9)

５０

(100）

４６

(１００）

京都

（）内：％．満年隼』隼
Ｉ－Ｌ－，

人
人
人
人
人
上
入

０
一
二
三
四
以
記
人
無

五

57％

…學謬'8％
40％

一・鋤 迂焉ﾔｺ彰貞ＺＬ野L・=ｊＦ再itF蕊P麩ユ

掛
口2％

農懸鰯融饒

医霊霊謡謡冒露悪悪轟覇露罵副司…麺5.0年～10.0年 ロ兵庫

国京都100年~15.0年匿翻ロ兵庫

;::二::藍酔…

"鴬罠
０％１０％２０％３０％４０％５０％

図１．中国帰国者の帰国後の年数，

．－‐

0％１０％２０％３０％４０％５０％６０％

図２．１世帯あたりの働く人数

家族」の占める割合が高い（兵庫82％，京都60％)．

（５）１世帯あたりの働く人数

政府は帰国者に対して生活保護費を支給しているが，

その支給対象者は原則的には－世である（京都府

1996)．－世の多くは５０代以上の残留婦人，男子，孤

児であり，「高齢であるから働けない」「働きたくても

受け入れてもらえる場所がない」などの理由で働けな

い．したがって生活保護費を受給せざるを得ず，また

生活保護費を受給されていると働かなくても生活でき

るため２府県共に「０人」の割合が高くなった（図２

参照)．これは帰国者ゆえの独特の事情により生じた

（３）帰国後の年数

帰国後の日本での居住年数は，２府県共に「5～１０

年」の世帯の割合が最も高く（兵庫３２％，京都４１％)，

次いで「3～５年」の世帯の割合が高い（兵庫24％，
京都１７％）（図１参照)．

（４）家族構成および同居人数

１世帯に同居する家族人数は，兵庫は「３人」の世

帯が多い(34世帯)のに対して，京都は「２人」の世帯

が多い(３７世帯)．表３に示すように２府県共に「核

(813） 6５



日本家政学会誌ＶｏＬ４９Ｎｏ７（1998）

表４．住宅所有形態および入居方法

公的借家

民間借家持家仮同居・間借計
割抽その他計

兵庫 ２６

(52）

３０

(65）

４

（８）

１２

(26）

３

(6)

ｌ

(2)

３３

(66）

４３

(93）

８

(16）

２

(4)
１
１

２
４
ｌ
２

ｌ
Ｉ

１

３
６
Ｉ

４

(8)

５０

(lOO）

４６

(100）

京都

（）内：％．

結果である．

同じ立場にいるにもかかわらず，京都より兵庫の方

が働いている世帯員が高率である．それについては以

下のとおりである．今回の調査対象者の中では兵庫の

方が二世（子女）の割合が高いこと（表１参照)，お

よび兵庫の二世（子女）の場合は生活保護費受給制限

があるのに対して，京都の二世（子女）のほとんどに

は一時センター*Iを出てからの８カ月の間は府が生活

保護費を支給している．こうした政策上の差が，兵庫

の二世（子女）を働かせることになり，世帯あたりの

｢働く人の割合」を高めることになったものと考えら
れる．

（６）．住宅所有形態および入居方法

国は，－世（残留婦人，残留男子，残留孤児）に対

しては公営住宅を斡旋する優先入居を，二世（子女）

には公営住宅の抽選入居の政策を施している．したが

って，二世（子女）の場合は公営住宅への入居を希望

しても一般の日本人と同様の扱いなので，抽選に当た

りにくいのが実情である．

兵庫における帰国者の住宅の所有形態は京都に比べ

て，種々多様である．表４に示すように２府県共に公

的借家住宅の割合が高く，その入居率は京都では９割

強，兵庫では７割弱である．入居方法のうち「割当」

と「抽選」は公的借家の場合であるが，２府県共に

｢割当」入居の占める割合が高く，兵庫５２％，京都６５

％となっている（表４参照)．

今回の調査で兵庫における公営住宅の入居率が京都

より低かったのは，調査対象の中では，兵庫に在住す

る二世（子女）の割合が高かった（兵庫５２％，京都

20％）ためであろう．

（７）居室数

１住宅あたりの居室数については，兵庫は「2室」

の占める割合が高い（68％）のに対して，京都は「２

室」（48％）と「3室」（46％）が共に高い．

４．結果および考察

（１）住生活上不便な点

住生活上の不便な点の上位３位については，兵庫の

場合，「空間が狭い」（38％)，「ベッドがない」（26％)，

｢大きな声で話せない」（22％）であり，京都の場合，

｢ベッドがない」（26％)，「シャワーがない」（24％)，

｢空間が狭い」（17％）となっている（図３参照)．２

府県共に「無記入」の割合が高い．京都より兵庫の方

が「空間が狭い」の割合が高いのは，同居家族人数一

人あたりの居室数が兵庫の方が少ないためと思われる．

ちなみに，兵庫は平均同居人数３．０人，平均居室数

2.ｌ室であり，京都は平均同居人数2.9人，平均居室

数は２．５室である．その上兵庫では震災に遭ったため，

仮設住宅，民間の狭小住宅のほか間借り，同居などの

居住世帯が多い（表５参照)．

このような空間の狭さに対する意識は「現住宅に対

する満足度」にも反映している．天井高も日本より高

く空間的には広く感じられる中国の住宅に比べて，日

本の居住空間が狭いため「もともと持っている艤陶し

さや圧迫感が一層強くなる」という声も帰国者から聞

かれた．前述（3-(4)）のように２府県共に核家族の占

める割合が高いのは住宅の狭さが一因にもなっている

と考えられる．つまり，子供世帯と同居したくても，

中国にいる養父母などの親族と同居し介護したいと思

っても，現状では狭くて無理である．

帰国後の年数別に住生活上の不便な点をみると，２

府県共に「2～５年」の世帯は不便な点が多く，年数

が経つにつれて減る傾向がみられる（図４参照)．「ベ

*’中国帰国者定着促進センターとも言われる．国費帰

国者はそこで４カ月の集団指導を受ける．指導内容

には「(1)基礎的日本語の習得②基本的生活習慣の会

得⑤就職相談指導④'就籍等の相談指導」などが含
まれる．
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天井が低い

空間が狭い

換気扇が不十分

ペッドがない

大きい声で話せない

シャワーがない

畳に座ること

障子や襖

洋式の便所

和式の便所

布団を押入に

階段を上ること

その他

不明

ロ兵庫

囮京都

0％５％１０％１５％２０％２５％３０％３５％４０％

図３．住生活上の不便な’百

表５．居室数別に見た１世帯あたりの同居人数

人数
居室数 不明計

1人２人３人４人５人６人以上

l室

庫
都
庫
都
庫
都
庫
都
庫
都

兵
一
足
丘
〈
一
泉
丘
〈
一
泉
兵
一
泉
丘
〈
一
泉

１（20）

l（100）

２（６）

３（14）

４（80） (100）

(100）

(100）

(100）

(１００）

(100）

５
１
４
１
８
２

３
２

２

2室 (35）

(57）

(12）

(22）

(26）
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(22）

６（18）
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５（22）

１（３）２（６）２（６）

２
２
１
５

１
１

９
４
３
５3室

ｌ（５） ４（18）１（５）１（５）

4室

２（１００）

２（67）１（33）

２（100）

３（100）不明

兵庫３（６）

京都５（11）

1５（31）

1７（37）

1７（35）

1１（24）

1０（21）１（２）４（８）５０（100）

７（15）４（９）１（２）ｌ（２）４６（100）
計

（）内：％．

ツドがない」「大きい声で話せない」「シャワーがない」

という不満は，中国と日本の起居様式，入俗習,慣，生

活習,償の違いから生じたものと思われる．中国の起居

様式は椅子座であり，入浴と言えばシャワーを主とす

る．特に女'性は肩まで浸かるという日本式の入浴習慣

に違和感を感じている．というのは乾燥している内陸

の国である中国では水源があまり豊かではないため，

水は中国人の意識の中では貴重なものであり，浴槽に

湯を満たして浸かることは贄沢なのである．また，生

活水準がまだ全体的に高くない中国人にとっては，シ

ャワーの方が省エネルギーになると考えられている．

また，女性の独特の体質を考慮し，「シャワーの方が

衛生的で，婦人病に侵されにくい」と中国の女性は小

さい頃から指導されているからである．こうした中国

式の意識が根強く影響しているから，帰国者達（特に

女性）は日本式の入浴方法に馴染みにくく，シャワー

にこだわるものと考えられる．

帰国者の中国にいた頃の住宅は，土造り，レンガ造

り，壁厚が厚いコンクリート造りなどの，遮音性の高

い材料であったしたがって，大きな声を出しても，

近隣に伝わる心配はほとんどなく，声が大きいことで

隣人に迷惑をかけるという意識は中国人には全くない

(815） 6７
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と言える．しかし，日本では大きい声を出すのは他人

に迷惑をかけるという意識が強く，帰国者は必要以上

に気を使ってしまう．その上，日本の住宅は，建物の

壁厚が薄くて遮音性が低く，話し声が通りやすい．故

に帰国者も「大きい声で話せない」ことを意識せざる

を得なかったものと思われる．

（２）現住宅に対する満足度

現住宅に対する満足度に関しては，京都より兵庫の

方が「不満」の割合が高い（表6)．住宅所有形態が

多様である兵庫では，それぞれの形態ごとに「不満」

がみられ，公的住宅に限定しても，京都より兵庫の方

は「不満」の割合が高くなっている．これは，供給さ

れた公的住宅の居室数が京都に比べて少ないこと，民

兵匝「

■天井が低い

■空間が狭い

ロ換気扇が不十分

田ベッドがない

田大きな声で賭せ

ない
ロシャワーがない

■畳に座ること

■障子や襖

ロ洋式の便所

図和式の便所

図布団の収納

ロ階段を上ること

国その他

国無配入

2年以下囮
｝
Ｍ鰯′``霧霧謬！2～5年

5～10年

回■
10～15年

15年以上

－」

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

京都

2年以下鱸砠麗霧『■。天井…■空間が狭い

ロ換気扇が不十分

2~5年翻麗 四ベッドがない

田大きな声で賭せ
ない

ロシャワーがない

囚畳に座ること

回障子や襖

ロ洋式の便所

「
5～10年

'0~'5年囮……
ロ布団の収納

蠣年以上踵霊::鎧…
団無配入

0％２０％４０％６０％８０％100％

図４．住生活上の不便な点一帰国後の年数別一（兵庫および京都）

表６．現住宅に対する満足度

大変満足満足不満足大変不満足何とも言えない無記入計

兵庫 l

（２）

６

(13）

１６

(32）

１９

(41）

２１

(42）

１２

(26）

３

(6)

１

(2)

４

（８）

７

(15）

１
１

５
０
１
２

１
く

Ｉ

５０

(100）

４６

(100）

京都

（）内：％．
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鷲。蝋/灘
兵庫

兵庫

□大変満足

□満足

ロ不満足

■大変不満足

□何とも言えない

田無記入

□いいえ

回はい 京都
京都

20％４０％６０％８０％100％

図６．地域社会に文寸する満足度

0％
0％２０％４０％６０％８０％100％

図５．親しく近隣と付き合っている力、

者の間の繋がりがいかに大切かをあらためて意識した

ことの一つの表れであると思われる．

（４）地域（自治体を含めた広い範囲の地域社会）に

対する満足度

「大変不満」と思っている世帯の割合は２府県間に

は差がなかったが，「不満足」と答えた世帯の割合は

京都に比べれば，兵庫の方がかなり高かった（図６参

照)．これは被災地ゆえの生活の不安定さによるもの

と思われる．震災直後，経済的援助を受けた世帯は調

査対象の中で，震災直後２１世帯，震災数か月後２世

帯，震災１年半後（調査時）１世帯となっている．援

助の提供者は政府や自治体だけでなく，民間ボランテ

ィアなどもあった．しかし一方では震災後どこからも

情報が流れず，言葉が不十分ながらも自力で奔走した

被災者も多かった．「自治体からの経済的援助が不十

分」「帰国者に対する政府や自治体の理解，関心が足

りない」「物価が上がるのに収入は従来どおりで変わ

らない」「仮設住宅など一時的な住宅形態であるため，

将来の生活に対する見通しが立ちにくい」などの声が

聞かれた．これらは，「不満足」意識の背景として考

えられる要因である．

（５）現在の住生活水準を高めるために必要な条件

兵庫では「日本語能力養成システムの充実」が1位

(６割強）となっているのが特徴である（図７)．震災

という体験から，身をもって言葉の必要性，重要性を

感じたものと考えられる．

間借家を借りる際，低収入のためやむをえず民間の狭

小住宅を選択したこと，などの理由が考えられる．帰

国者に対しては国は公営住宅の割当入居という政策を

とっているが，公営住宅間の住み替えについては，在

来の日本人と同様，各自治体の裁量に委ねている．そ

のため，世帯人数の減少による住み替え（広い所から

狭い所へ）はあっても，その逆は実際には困難である．

また，高齢のため低層階に移りたくても診断書提示な

ど厳しい条件が必要とされ容易ではない一方，帰国

者はいったん公営住宅から転出すると，転出先におい

ては公営住宅の優先入居の扱いはできないことになっ

ている．帰国者は家族構成が変わっても，本人の事情

が変化（例えば，要介護者になり子供たちの近くに移

り住みたい場合など）しても，再割当はしてもらえな

いのである．

（３）近隣づきあい

図５に示したように，兵庫では５割強，京都では３

割強が「親しい人がいない」と答えている．２府県共

に「言葉が通じない」ことが「近隣と親しく付き合っ

ていない」おもな理由としてあげられている．ヒアリ

ング調査でも，帰国者から「日本人はあまり人と付き

合いたがらないようだから」「中国と生活習慣が違う

から」「日本人は皆忙しそうだから」などの理由が聞

かれた．また帰国者のつきあいは，帰国者同士の間で

も，必ずしも交流が活発であるとは言えない．その理

由としては，①帰国者が集まりやすい場所がないこ

と，②お互いに警戒心が強く，帰国者とつきあうこ

とが自分に不利になるのではないかという心配，③

帰国者は生計を維持していくだけで精一杯だから人と

つきあう時間的精神的余裕がないこと，などがあげら

れている．しかし兵庫では，帰国者間の交流が必要で

あり，政府や自治体は帰国者同士の組織づくりについ

ての指導など支援してほしいという声が聞かれた．こ

れは震災を経験した兵庫在住の帰国者にとって，帰国

５．問題点および復興に向けての課題

２府県共通している問題点としては，以下の①～

③点が見られた．①住生活上不便を感じている点と

して，「空間が狭い」「ベッドがない」「大きい声で話

せない」「シャワーがない」などが主にあげられてい

るが，これらはすべて日中両国における住まいの文化

の違いによるものと思われる．帰国者にとっては日本
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｣56％
54％

帰国者自身の努力 蟻ＩｉＬＦｊと

鼠鐡閻M鯛,3％ □ 兵庫理解及びアドバイス

騒雨,醤指導員の指導
園京都

40％

囹鰯鰯翻露3Mmmﾛ54％
政府の呼びかけ

日本語能力養成システム

の充実
64％

１４％

その他

露輌壹三'6％無記入

0％１０％２０％３０％４０％５０％６０％７０％

図７．現在の住生活水準を高めるために必要な条件

水が使えなかった

ガスが使えなかった

言葉のせいで正確な情報が

入らなかった

電気が使えなかった

同じ彼難所の人とうまく交

流が出来なかった

親戚や友人と連絡がとれな

かった

その他

0％５％１０％１５％

図８．震災直後不便に思ったこと

20％２５％

(よ祖国とはいえ，中国に長い間生活していたために文

化的には中国が祖国である．また，多くの帰国者から

｢公営住宅に入りたくても，抽選でなかなか当たらな

い」という声も聞かれた．②言葉のギャップは帰国

者の住生活にマイナス影響を与え，「近隣に親しい人

がいない」世帯を少なからず存在させている．なお，
｢町内会に参加しない」などの意識や行動の共通した

理由にもなっていることが明らかになった．帰国者に

は日本語を習得するための場所と機会が必要だが，現

時点では，帰国者数に対して日本語が学べる施設の数

も少なく，場所も限られている．期間も帰国後１年２

カ月の帰国者のみを対象としている程度であり，十分

とは言えない．③帰国者間の繋りが薄い．兵庫在住
の帰国者に限らず，京都在住の帰国者も地域によって

(よ自ら閉鎖的になっている場合もある．

兵庫独特の問題としては，調査によ’兵庫独特の問題としては，調査により下記の問題が

明らかになった．①中国帰国者（一世）の場合は，

希望した住宅に抽選で入れる一般の日本人とは異なり，

空いている住宅に行政による割り当てで入ることにな

っている．したがって，高齢ながらもやむを得ず中届

,住宅（５階建て）の最上階の公営住宅に住んでいるケ

ースも多く存在している．ゆえに震災のような非常事

態が生じた場合，非常に困窮な立場におかれてしまう．

例えば，伊丹市のある公営住宅の最上階（５階建て）

に住むＡ氏は，６０代の夫婦２人での生活である．震

災後約１カ月間は団地の決められた場所から５階の自

宅まで階段を上り下りして水を運んで暮らしてきた．

これはヒアリング調査の一例にすぎないが，同じ状況

7０ (818）
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間ボランティアの働きかけが必要である．④帰国者

は地域における様々な活動に積極的に参加すべきであ

る．帰国者も地域社会を構成する重要な一員であるか

ら，地域社会の復興のためにも一定の責任を担ってい

る．地域社会を活性化させる活動に参加することによ

り，充実した人生を生きられるだけではなく，帰国者

の存在を認められ，自ら自分自身の存在を理解しても

らえるように日本社会に対してアピールすることにも

なる．⑤帰国者にとっては，物質的な援助はともか

く，精神的なケアも必要である．なお，行政側は帰国

者の苦情や願いを聞く耳を持ち，帰国者とくに復興過

程にいる帰国者には理解ある対応をすることが求めら

れているとの意見が複数の帰国者や帰国者を支援する

ボランティアから聞かれた．

におかれた帰国者（－世）が少なからずいることは予

測される．②今回の震災のような非常事態が発生し

た時には，言葉のギャップによって被災地の帰国者に

もたらされるマイナス影響は大きく，帰国者から「震

災時，コミュニケーションが取れなくて不便と感じた」

との声が聞かれた（図８参照)．③京都と比べて，兵

庫のほうは，帰国者のための組織も少なく，当然帰国

者間の交流を促す催しも少ない．④「知り合いの日本

人から古い生活用品などをあげると言われ，見下され

たと思い，プライドを傷つけられた」という声が聞か

れた．このような例は被災後，しばらくして仮設住宅

に入ったものの，帰国者であり，かつ被災者であるこ

との負い目が過敏に反応した結果である．日頃の相互

理解が足りなかったことがもたらした問題と言える．

⑤震災後，行政からの援助も不十分で，帰国者への

関心も薄い．震災後の応急処置として，行政は被災者

に対して様々な対策を取ったが，帰国者特有の対策は

なかったつまり，外国人でもなく，留学生でもなく，

しかし日本語を話せない日本人である帰国者は行政の

救済の対象とはなり得なかった．

したがって，帰国者の住生活向上のために，被災地

である兵庫に限って言えば，帰国者の住生活の復興の

ためには，以下の課題が考えられる．

①現行の日本語養成システムを充実し，場所の増

設はともかく，期間の延長なども考慮すべきである．

②住宅に関しては，震災のような非常事態に備えた

住宅設備の充実が必要であると思われる．例えば，非

常事態が生じても，ｉ）家具等が倒れることにより居

住者に身体的な被害をもたらすことを防ぐための住戸

内における家具等の固定措置，ｉｉ）言葉が不十分であ

るため，生活に必要な情報が入りにくい帰国者が戸惑

わないように，各棟毎に貯水タンクや蓄電設備を設置

すること，などの意見が帰国者から聞かれた．ｉ）に

ついては，一般の日本人にも対応でき，有効な意見で

あると思われる．また，中国と日本の住まいの文化や

生活習慣の違い，高齢者・病弱者の事情などを配慮し

た上での住宅供給などの政策を検討する必要が十分あ

ると思われる．③ボランティア団体が主催する帰国

者のための援助活動および帰国者自身による組織づく

りに対して，行政側は支援すべきである．非常事態が

生じた場合，帰国者が地域住民および近隣と互いに助

けあえるように，普段からそれぞれ所属している文化

背景を理解し尊重したうえで，頻繁にコミュニケーシ

ョンを取るように自治体，地域コミュニティおよび民

６．要約

本報告では，震災の影響を強く受けた兵庫県と，周

辺都市でありながら震災の影響が少なかった京都府の

中国帰国者世帯を対象にして，住生活の実態と抱えて

いる問題点を明らかにし，兵庫における震災復興に向

けての課題について考察することを目的としている．

結果は以下の諸点に要約される．

（１）言葉のギャップは帰国者の住生活にマイナス影

響を与えている．特に被災地の居住者の場合，その影

響が大きいすなわち，言葉の障害がネックとなり，

帰国者の情報源を閉ざし，帰国者が祖国である日本に

おいて生活に溶け込むことを困難にしている．中国帰

国者が閉鎖的な立場に置かれているという現状を改善

するためには，帰国者のための日本語能力養成システ

ムの充実が必要である．

（２）中国と日本の住まいの文化の違い（起居様式，

入浴習慣，空間に対する意識，生活習`慣）が原因で，

帰国者特有の住生活上の問題が見られる．したがって，

中国と日本の住まいの文化生活習慣の違いを配慮し

た上での住宅供給政策，あるいは適切な住まい方のア

ドバイスが必要である．

（３）低収入で，高齢者が多く，日本語が不自由な帰

国者（子女である二世も含む）は生活弱者に位置づけ

られる．とくに被災地在住の帰国者は震災体験を通じ

て，帰国者が自力で自立しようと思っても限界があり，

地域生活を共にする近隣の人々の理解や日常的なはた

らきかけが欲しいと思っている．

（４）帰国者同士の間でも交流は必ずしも活発とは言

えない．京都では民間ボランティア団体の「中国帰国

(819） 7１
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者支援の会」があるので，年に何回か交流会が催され

るが，兵庫の場合はそのような組織的な活動は活発で

はないため，帰国者には知られていない．今回の被災

地における調査から，「帰国者の間の繋がりを強くし

たい」「帰国者自身の組織をつくるにあたって，国や

自治体からの支援が必要」との意見が聞かれた．なお，

帰国者は「親しい人がいない」「組織づくりに支援し

てほしい」という不満や要望を述べているが（4-(3))，

これらの改善のためには，①普段から帰国者と同地

域の一般の日本人とのコミュニケーションが円滑にい

くように地域の責任者ははたらきかけること，②日

本人でありながら，言葉の分からない帰国者の事情を

常に念頭に置く必要性を施策者や地域住民に意識させ

ること，③非常事態が生じた場合，地域の責任者が

配慮して避難所の所在などの情報を帰国者のところに

も流すこと，などの点が考えられる．これらは今後の

非常事態に備えての地域生活管理のあり方を考える際，

有効な参考資料になり得ると思われる．

本研究は，第４９回日本家政学会大会で口頭発表し

たものをまとめなおしたものである．本調査を実施す

るにあたり，ご協力いただいた兵庫県と京都府の中国

帰国者，ならびに関係官庁や機関に対して深く感謝申

し上げます．

帰国者，ならびに関係官庁や機関に対して深く感’

し上げます．
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